
戸籍が明和町にある住所不明の人の人数    平成２２年８月現在 
 
１００歳以上  ３５人 （住所がブラジル国にある人、1 人を含む） 
その内 
１０５歳以上  ３３人 
１２０歳以上  ２１人 
 
その中で 
最高年齢者は、明治８年１１月５日生の女性。 今年で１３５歳になられる。 
 
これからの進め方 

戸籍上の高齢者で所在不明等死亡の蓋然性の高い人については、一定の要件

の下に戸籍の整理をするための行政措置として、法務局の許可を得て職権で戸

籍を消除することが認められている。 
法務局に相談しながら、この高齢者戸籍消除の手続きをすすめたいと考えて

いる。 
 


